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寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録

１　開催日時　　令和８年５月19日（火）午後１時30分から午後１時55分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第２委員会室
３　出席委員（14名）　※番号は席番号
２番　滝本　多美子　　　　　　　　　　　　３番　入江　剛
４番　南　　昌男（会長）　　　　　　　　　５番　川口　智之
６番　津澤　謙次　　　　　　　　　　　　　７番　枡井　信仁
９番　川口　茂明（農地調整委員長）　　　　10番　筏　眞智子　
11番　田伐　厚子　　　　　　　　　　　　　12番　森田　隆義
14番　田中　久治　　　　　　　　　　　　　15番　堤下　敏
16番　田中　悦子　　　　　　　　　　　　　17番　溝口　透（会長職務代理者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４　欠席委員（２名）
　　１番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　　13番　小橋　牧子
５　遅刻委員（０名）
６　議事日程
第１　議案第４号　農地法第３条第１項による許可について
第２　報告第４号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第３　報告第５号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について
　 ７　農業委員会事務局職員

　  局長　岡本　智行　　　　　　　　　　　　　局長代理　谷口　卓也
係長　津川　育大　　　　　　　　　　　　　職員　　　谷内　奈央
職員　杉若　琴絵　　    　　　　　　　　　
８　議長　会長　南　昌男
９　会議の概要
（　午後１時30分　開会　）
議長　　  　　　　　 ただいまから５月の委員会総会を始めさせていただきます。
本日は、委員２名が欠席、14名が出席、出席委員は過半数以上で総会は
成立いたします。
　寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることに
なっておりますため、議事を進行させていただきます。
  それでは、議事に入らせていただきます。
議案第４号「農地法第３条第１項による許可について」事務局から説明をお願いします。
事務局              　　　　（議案第４号　件番１朗読）
　　　　　　　  　 件番１につきまして、場所は、府道20号枚方富田林泉佐野線の西側、一級河川打上川の北側でございます。

本件は、遊休農地として指導を行っていた土地であり、市都市一課が取
り組んでいる農地マッチング事業により、被設定人とマッチングが成立し
たため、今般５年間無償で貸借する、ということで申請がありました。

全部効率利用要件については、所有及び借り受けしている農地がないこ
とを、確認しております。

農機具等は、耕運機を１台所有されています。

通作距離は約4.4㎞、自転車で約19分です。

農作業常時従事要件については、被設定人本人が年間100日、娘が年間
60日従事されるということです。

また、耕作経験につきましては、摂津市と茨木市で３年間、そして中国
で17年間経験があるということです。

　　　　　　　　　　現況は写真のとおりです。

以上でございます。
議長　　　　　　　　本議案につきまして、５月８日の農地調整委員会で審議しましたので、
農地調整委員長から追加の説明等があればお願いします。
農地調整委員長　　　本件は、今回新規就農をされるということで、熱心に準備に取り組まれていました。
　　　　　　　　　　水利組合には加入されていないようですが、工夫して雨水を貯めて利用されるようです。
議長　　　　　　　　　本件について、何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご意見等がないようです。
それでは、議案第４号件番１について、許可するものとしてご異議ござ
いませんか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　ご異議がないようですので許可いたします。
　続きまして、報告第４号「農地法第４条第１項第７号による転用届出に
係る専決報告について」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　　　　　　　　（報告第４号　件番１朗読）
　　　　　　　　　　件番１につきまして、場所は、市立和光小学校の東側、市立啓明小学校
の南側でございます。

本件は、３月27日に受付をし、４月３日に地区担当委員と現地確認を行
い、４月10日に会長専決により届出を受理いたしました。

当該地は、写真のとおり既に一戸建て住宅が建っております。昭和49年
頃、造成する際に、農地転用の手続きを失念していたということで、経過
書とともに届出がありました。

雨水排水については、東側の集水桝へ放流されています。
（報告第４号　件番２朗読）
　　　　　　　　　件番２につきまして、場所は、なでしこ保育園の東側でございます。

　　　　　　　　　本件は、３月30日に受付をし、４月３日に地区担当委員と現地確認を行い、
４月15日に会長専決により届出を受理いたしました。

　　　　　　　　　当該地は一戸建て住宅を６戸建てられるということで届出がありました。

　　　　　　　　　雨水排水については、集水桝を６か所設置し、南側の水路に放流される予
定です。

　　　　　　　　　現況は写真のとおりです。

　　　　　　　　　以上でございます。
議長　　　　　　　　報告第４号件番１につきまして、地区担当委員から追加の説明があれば
お願いします。
地区担当委員　　　　事務局の説明のとおりです。
議長　　　　　　　　報告第４号件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
続きまして、報告第４号件番２について、地区担当委員から追加の説明
があればお願いします。
地区担当委員　　　　一筆の一部に住宅を建てるということで、雨水排水についても特に問題
ないと考えます。
　残りの部分は今後農地転用されると思います。
議長　　　　　　　　報告第４号件番２について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
続きまして、報告第５号「農地法第５条第１項第６号による転用届出に
係る専決報告について」事務局から説明をお願いします。
事務局　　　　　　　　　　　　（報告第５号　件番１朗読）
　　　　　　　　　　件番１につきまして、場所はたち川沿い北側、市公園墓地の南東側でご
ざいます。

　本件は、３月13日に受付をし、地区担当委員に確認の上、３月19日に
事務局のみで現地確認を行い、３月27日に会長専決により届出を受理いた
しました。

　　　　　　　　　　当該地は資材置場にされるということで届出がありました。

　　　　　　　　　　雨水排水については、南側の集水桝及び、北側水路へ放流するというこ
とですので、問題ございません。

　　　　　　　　　　現況は写真のとおりです。

（報告第５号　件番２朗読）
　　　　　　　　　　件番２につきまして、場所は、市立第九中学校の府道15号八尾茨木線を
挟んで南西側でございます。

　　　　　　　　　　本件は、４月７日に受付をし、４月10日に地区担当委員と現地確認を行
い、４月24日に会長専決により届出を受理いたしました。

当該地は貸店舗にされるということで届出がありました。

　　　　　　　　　　雨水排水については、貯留層を設置し、西側の水路へ放流するというこ
とですので、問題ございません。

　　　　　　　　　　現況は写真のとおりです。
（報告第５号　件番３朗読）
　　　　　　　　　　件番３につきまして、場所は一級河川寝屋川の西側、市立神田小学校の
東側でございます。

　　　　　　　　　　本件は、４月９日に受付をし、４月17日に地区担当委員と現地確認を行
い、４月24日に会長専決により届出を受理いたしました。

　　　　　　　　　　当該地は資材置場にされるということで届出がありました。

　　　　　　　　　　雨水排水については、貯留槽を設置し、北側雨水管へ放流されるとのこ
とですので、問題ございません。

　　　　　　　　　　現況は写真のとおりです。

　　　　　　　　　　以上でございます。
議長　　　　　　　　報告第５号件番１につきまして、地区担当委員から追加の説明があれば
お願いします。
地区担当委員　　　　事務局の説明のとおりです。
議長　　　　　　　　報告第５号件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
　　　　　　　　　　続きまして、報告第５号件番２について、地区担当委員から追加の説明
があればお願いします。
地区担当委員　　　　雨水排水について、広い土地のため、貯留槽を設けて排水されるという
ことですので、問題ないと考えます。
議長　　　　　　　　当該地は農地パトロールで指導対象となっており、その後相続人がおら
ず、雑草繫茂による周囲への影響が懸念されていました。
農地のままとはいきませんでしたが、受け手が決まり良かったと思いま
す。
　本件について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
　続きまして、報告第５号件番３について、地区担当委員は本日欠席です。
　　　　　　　　　　何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようです。
以上をもちまして、５月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後１時55分　閉会　）
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